
令和5年度温泉地で活用できる事業集

令和5年2月
環境省自然環境局温泉地保護利用推進室
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温泉地で活用できる事業について

事業名 担当省庁・課室 頁

温泉熱利用・発電設備の導入、設備の高効率化改修

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（２） 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業

環境省
地球温暖化対策事業室 5

脱炭素

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金
環境省
地域脱炭素事業推進課 7

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（３）既存建築物における省CO2改修支援事業

環境省
地球温暖化対策事業室 9

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（４）国立公園利用施設の脱炭素化推進支援事業

環境省
国立公園課 10

地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事
業

環境省
地域脱炭素政策調整担当参事官
室

11

この資料は、環境省温泉地保護利用推進室にて、令和５年度政府予算（案）（一部令和４年度補正予算
を含む）のうち温泉地で活用できる補助金をピックアップして冊子としたものです。すべての事業が網羅
されているわけではない点はご留意下さい。
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事業名 担当省庁・課室 頁

インバウンド・観光（環境省予算）

国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業
環境省
国立公園課、自然環境整備課 16

国立公園等多言語解説等整備事業
環境省
国立公園課 17

国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業
環境省
国立公園課、
国立公園利用推進室

18

エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業
環境省
国立公園利用推進室 20

インバウンド・観光（観光庁予算）

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化
観光庁
観光産業課 21

地域の資源を生かした宿泊業等の食の価値向上事業
観光庁
観光産業課 22

新たな交流市場の創出事業
観光庁
観光資源課 23

地域観光資源の多言語解説整備支援事業
観光庁
観光資源課 24

新たなインバウンド層の誘致のためのコンテンツ強化等
観光庁
観光資源課 25

広域周遊観光促進のための観光地域支援事業
観光庁
観光地域振興課 26

観光地・観光産業再生のための人材育成・確保等事業
観光庁
参事官(観光人材政策担当)、観
光産業課

27

インバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成支援事業
観光庁
参事官（外客受入担当） 28 3



事業名 担当省庁・課室 頁

17インバウンド・観光（観光庁予算）

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
観光庁
参事官（外客受入担当） 29

ＩＣＴ等を活用した観光地のインバウンド受入環境整備の高度化
観光庁
参事官（外客受入担当） 30

ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業
観光庁
参事官（外客受入担当） 31

持続可能な観光推進モデル事業
観光庁
参事官（外客受入担当） 32
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国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業
令和５年度予算（案）
16.8億円（16.7億円）

（拡充）

【効果】
外国人旅行者の満足度向上、滞在時間、リピーター増加

【事業実施スキーム】
直轄事業（Ⅱ①のみ）、
補助事業（補助率:1/2、2/3（Ⅰ利用拠点整備

改善計画を策定する場合））

【事業内容】
Ⅰ 利用拠点計画策定

地元自治体（都道府県、市町村）が主体となり、環境省や既存民間事業者等と協議して策定

⑥ 引き算の景観改善
利用拠点の景観改善のための無電柱化、通景伐採及び駐車場舗装面の緑地化。

⑤ ワーケーション受入事業支援
ワーケーションの実施を前提とした内装及び設備整備

（体験・学習ツアーと連携して実施）

② インバウンド機能向上
Wi-Fi、多言語サイン、トイレ洋式化

＜継続＞

④ 既存施設の観光資源化
利用が停止又は利用機会が減少した施設のインバウンド受入環境整備を

前提とした施設の機能転換または強化のための内装及び設備
(文化資源活用または体験・学習ツアーと連携して実施）

③ 文化的魅力の活用
地域文化が体感できるまちなみ改善

① 廃屋の撤去
民間事業者の導入を前提とした撤去

Ⅱ
事
業

Ⅲ 自然景観地の核心地の上質化事業
公園内の核心地に位置する展望所・休憩所などの利用施設の改修

核心地における利用拠点として
新たに山小屋への支援を創設（拡充）

【背景】
国立公園の利用拠点では、インバウンド対応や個人旅行など旅行ニーズの変化への対応が遅れ、廃屋化した建物が自然の魅

力を著しく妨げている。また、自然環境と地域独自の文化資産が相まった魅力を旅行者が体感できていない。

【課題】
□国立公園における実績が拡大しているが、依然として自然景観を阻害する廃屋等は存在している。

引き続きをコロナ後の全国的な観光促進を見据え、計画に基づく事業を引き続き推進するとともに、
インバウンド利用が多く見込まれるものの立地環境が厳しく対応が遅れている山小屋の上質化を推
進する必要がある。
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【事業内容】
これまでの観光庁多言語事業の成果を活用しつつ、国立公園、国定公園、⾧距離自然歩道等の案内板やビジターセンター

等の展示物、その他各種関係コンテンツ等について、ICTなども活用し、英語・中国語・韓国語等の多言語にて、外国人目線で
分かりやすく魅力的な多様な解説整備をエリア一帯で促進。

国立公園等多言語解説等整備事業

【背景・課題】
国立公園、国定公園等の自然体験拠点における案内板やビジターセンター・世界遺産センター等の展示物については、主に日

本語での解説が多く、外国人旅行者に国立公園等の自然などの魅力が十分伝わらない。また、国立公園では一定の英語解説
文整備が進みつつあるものの、利用者の多様な言語には未対応であり、国定公園等では英語解説文整備が十分進んでいない。
訪日外国人利用者が多く見込める自然体験拠点における多言語化の効果を高めるには、国立公園、国定公園等の自然体

験拠点において取り組みを進めることが必要。

【効果】
各国立公園等にて魅力的な多言語解説が整備されることによる、訪日外国人の国立公園、国定公園等での体験滞在の
満足度の向上、滞在の⾧時間化、ひいては消費額の増大に資する。

【事業実施スキーム】
＜直轄＞ 環境省 → 民間事業者
＜補助＞ 環境省 → 中間執行団体

→ 地方公共団体、 DMO、
補助率:２／３ 観光協会、民間事業者等

令和５年度予算（案）
4.0億円（1.4億円）

（拡充）

（令和５年度見直し内容）
・デジタル手法含めた海外への情報発信を含む整備計画について加点
・観光庁のガイドラインの下で作成した解説文の媒体化

・成果の調査、適正な成果評価の検討と効率的な事業実施をサポートす
る手引書の作成の追加

【補助要件】

＜国立公園＞観光庁多言語解説支援事業で作成
した解説文を活用すること

＜国立公園以外＞観光庁の作成指針等に基づき
解説文を制作すること

QRコードから
Digitalアプリへ

Photo by Forward Stroke inc.
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国立公園等のコンテンツ造成イメージ

【背景・課題】
我が国で圧倒的な自然環境を有する国立・国定公園内では、訪日外国人に向けて、国立・国定公園ならではの魅
力的な自然体験等のコンテンツを提供することが、訪日外国人の旅行消費額や延べ宿泊者数の増加に向けて大き
な役割を果たすと考えている。各国立・国定公園では、地域のテーマやストーリーを磨き上げること、また関わる人材の
育成やコンテンツのガイドラインを踏まえたコンテンツ造成が重要である。そして、造成されたコンテンツをより効果的に提
供していくためには、提供体制の整備が必要である。一方で国立公園等のコンテンツは天候等の自然に左右されるこ
ともあり、提供体制を検討していくことは重要である。これらから、地域資源の持続的な「良質な利用」や資源の「保全
管理」を促し、観光において訪日外国人など地域外との交流について振興することで、地域の活性化につながり、経
済も含めた循環的な仕組みにつながると考えている。こうした循環の契機となるべく国立公園等のコンテンツに係る「計
画策定、提供体制の整備」を行うことで、改正自然公園
法を踏まえた自然体験活動の理念を地域に浸透させて
いくことにつなげたい。

【事業内容】
①計画策定（ストーリーの磨き上げ）

各国立公園等における地域のテーマやストーリーを磨き上
げること。コンテンツの一元的提供を含めた自走化の検討。
地域の合意形成を踏まえた自然体験活動促進計画等の
計画策定等。
②コンテンツの提供体制の整備

必要な人材の育成。ビジターセンター等における情報提供、
体験フィールドの環境整備等。

【事業スキーム】 直轄・補助

【効果】 国立公園等の効果的なコンテンツの提供推進による、
訪日外国人観光客の宿泊数の増加や消費額の増
加。国立公園等ならではの体験、循環的な仕組み。

国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業 令和５年度予算（案）
1.0億円（1.0億円）

コンテンツの
提供体制整備

環境省

DMO

民間事業者

計画策定（ストーリーの磨き上げ）
地方公共団体

専門家

「自然体験活動促進計画の策定」

利用者数コ
ントロール

清掃、簡易
な歩道修繕
等

人材育成

ビジターセ
ンター情報
提供

【事業イメージ】

国立公園等ならではの体
験や感動、地域への貢献

地域の経済も含めた
持続可能な循環的な
仕組み

保護 利用

自走化の
仕組みづくり

国立公園管理事務所等が現地で関与

〈伴走支援・コーチング〉
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国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業

【事業内容の詳細】

１．計画策定（ストーリーの磨き上げ）
対 象:各国立公園等における地域のテーマやストーリーを磨き上げること。コンテンツの一元的提供を含めた自走化

の検討。地域の合意形成を踏まえた自然体験活動促進計画等の計画策定等（対象は国立・国定公園。ただし、関
連する国立・国定公園外の活動についても対象とする）

スキーム:直轄（国立公園等）、 地方公共団体等への補助（1/2、自然体験活動促進計画を策定する場合は2/3）
内 容:国立公園等ならではのテーマやストーリー、既存の地域コンテンツの状況等を踏まえた計画の策定・改定調

査、インバウンド促進・地域経営能力を有するなど専門家・人材招へい、地域内合意形成、計画検討等

２．コンテンツ提供体制の整備
対 象:必要な人材の育成、ビジターセンター等における情報提供、体験フィールドの環境整備等

（対象は国立・国定公園。ただし、関連する国立・国定公園外の活動についても対象とする）
スキーム:直轄（国立公園ビジターセンター等を活用）
内 容:コンテンツの立ち上げ、高付加価値化、インバウンド対応に係る支援

①ビジターセンターやデジタル等におけるアクティビティ情報の一元的な提供等
②利用者数コントロールのための調査・対策実施、自然環境情報等の収集とコンテンツ事業者への提供など
③体験フィールドの環境整備（清掃、簡易な歩道修繕、外来生物駆除など）
④インバウンド対応、高付加価値化、自然環境保全の取組のため必要な人材の育成



背景・目的 事業概要

自然地域や棚田地域等において、自然観光資源を活用した地
域活性化を推進するため、魅力あるプログラムの開発、ガイド等
の人材育成などの地域のエコツーリズム（ジオツーリズムを含む。
以下同じ。）の活動を支援する。

事業スキーム

【交付】

○エコツーリズム地域活性化支援事業(交付金)
エコツーリズム推進協議会等に対して、推進体制の強化、資源調査、ルールづ

くり等に要する経費の１／２を支援する。

期待される効果

自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の場として自然観光資源
を持続的に活用することにより、魅力的な地域づくりや地域活性化が推進され
ることにつながる。

平成25年度予算
○○百万円

平成27年度要求額
億円

日本の国立公園と世界遺産を活かした地域活性化推進費のうち日本の国立公園と世界遺産を活かした地域活性化推進費のうち

エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業
事業目的・概要等

イメージ

令和５年度予算(案)
20百万円（28百万円）

環境省 地域協議会等

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
法
の
基
本
理
念
で

あ
る
自
然
環
境
の
保
全
、
観
光
振
興
、
地

域
振
興
、
環
境
教
育
の
場
と
し
て
の
活
用

に
寄
与

エコツーリズム地域活性化支援事業 （交付金）

地域が取り組む魅力あるエコツアープログラムづくり
等への支援
・エコツーリズムに取り組む地域協議会等へ支援
・地域協議会は多様な主体で構成(市町村の参加は必須)
・国が地域協議会に対しエコツーリズム推進全体構想の
作成やプログラムづくり等に要する経費の２分の１を
交付

プログラムづくり
エコツーリズム推
進全体構想の作成

課題

魅力的なエコ
ツアー等の不
足
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